
↑アンケート結果概要の一例

※右の基準等を守った上で、
さらに美しい町並みを創造･維
持していくための協議･提案等

・川越らしい･創意工夫の
あるデザイン
・各部のバランスや周囲
の建物との調和
・ディテールの工夫
・建築的知識などの情報
共有 など

【行政の役割】最低限 守るべき基準･法規等(主なもの)
建築基準法
〔建築指導課〕
消防法
〔消防署〕
伝建地区
保存条例

〔都市景観課〕

屋外広告物条例
〔都市景観課〕

〔 〕内は市役所等の担当窓口

国土交通省が管轄。建物の新築・増築・改築、大規模な
模様替えなどの際の基準を定めた法律。
総務省消防庁が管轄。火災防止のために、いろいろな設備
や建材に決まりを設けています。
文化財保護法に基づき定められた条例。建築物･看板･建築
設備等において、その現況を変更するときは、あらかじめ
申請して現状変更行為許可を受けることが必要。
看板等を含む｢広告物｣について、細かな基準があります。

【町並み委員会の役割】

平成31･令和１(2019)～令和２(2020)年度

二年間の活動報告
一昨年度の活動報告をおこなえませんでしたので、昨年度と合わせて二ヶ年度分
の当委員会の活動をご報告します。
新型コロナウィルス感染拡大の中、緊急事態宣言の発令により令和2年3月～6月お
よび令和3年1月～2月まで、川越町並み委員会(以下｢委員会｣)および町づくり規範改
訂部会＊(以下｢改訂部会｣)を開催することができませんでした。その期間に持ち込ま
れた新設や変更等の案件については幹事会で対応しましたが、参集せずにネット上
で意見交換や決議等をおこなう形になりました。発令が解除された期間でも、委員
会や改訂部会等はコロナ禍を配慮する形で進めざるを得ませんでした（改訂部会の
実施状況は下表参照）。
改訂部会については、コロナ禍になる直前(2020年2月頃)に、地区外地権者の方へ
も郵送する形でご回答いただいた『町づくり規範改訂に関するアンケート』を実施
できたものの、その後は意見交換会などを実施して具体的な改訂内容について地元
の皆さまと一緒に検討し形にしていきたいと考えていましたが、集まること自体が
難しくなってしまいました。
そのアンケートの結果概要は2020年5月頃に回覧や郵送で配布しましたが、ボ
リュームがあったのにも関わらず、多くの皆さまからご回答いただき(回収率41％)、
自由記入欄には熱い想いをびっしり書いていただいた方も多数いらっしゃいまし
た。委員会や規範についての認識、現状のまちに対する課題認識や将来に向けて意
識が高い項目の傾向などを整理しました。
今後の予定としては、回覧等による非対面で合意形成を図ることも考えました
が、皆さまと直に意見交換などをおこなって規範を改訂していこうと考え、ワクチ
ン接種が普及しコロナ禍が落ち着くと思われる秋頃まで待って、参集していただく
形で進めていきたいと考えています。早く
コロナ禍が終息することを願うばかりです。

川越町並み委員会について

◆“町並みをみんなでつくっていく”ために
・町並み委員会は、“町並みをみんなでつくっていく”ため

に、毎月１回、委員会を開催しています。(急な案件は

幹事会を適宜招集し対応しています。)

・委員会は昭和62年(1987)に一番街商店街のもとに発足

しましたが、表通り以外の住宅エリアを含めて伝統的建

造物群保存地区に選定されたことを受けて、平成21年

(2009)に住民等により組織された保存団体として改組し

ました。平成27年(2015)３月には川越市の｢都市景観推

進団体｣に指定されました。

◆都市景観推進団体とは
・都市景観推進団体は、川越市都市景観条例に基づき指定

されたまちづくり団体です。

・市と協働し、地域の特性に応じた良好な都市景観の形成

に対する調査研究や、住民の関心と理解を深めるための

啓発活動をおこなうほか、建築行為等の届出をしようと

する者に対して、良好な都市景観の形成のための必要な

意見を述べることができます。

◆お問合せ先『川越町並み委員会』
・町並み委員会に関するお問合せは、以下の川越一番街商

業協同組合事務所へお問合せください（ただし、常勤ス

タッフはおらずFAXのみですので、返信等が遅れてしま

う場合があります）。

住所 ：〒350-0063 川越市幸町６-７ ミリオンビル３F
FAX ：０４９-２３６-３３６７

◆｢町並み委員会の役割｣と｢行政の役割｣
・2020年2月頃に実施した『町づくり規範改訂に関するアンケート』の回答の中にも、町並み委員会が強制や規制の場と

認識されている方がいらっしゃいました。基準や法令等、最低限守るべきことについては行政のほうで指導がありま

す。町並み委員会では、その基準等を守っていただいていることを前提にした上で、さらに美しい町並みを創造･維持

していくための提案や協議、情報共有等をおこなっています。

川越市の手続きについてのお知らせ
川越町並み委員会から

◆“現状変更行為”をおこなう場合は、まずは
早めに都市景観課にご相談を

・伝統的建造物群保存地区内で現状変更行為*をおこなう

場合には、川越市の許可手続きが必要になります。

・また、それに先んじ、計画段階において、町並み委員会

で協議をおこなう必要があります。

＊｢現状変更｣の対象となる行為とは…
①建築物･工作物等の新築､増築､改築､移転
②建築物･工作物等の修繕､模様替え又は色彩の変更
でその外観を変更することとなるもの

③建築物･工作物等の除却及び木竹の伐採など
④宅地の造成などの土地の形質の変更
⑤外構､門塀､塀､看板､のれん､建築設備､自動販売機
などの設置

❶❹
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◆『川越市役所 都市景観課』の連絡先
※事前相談・協議は、ある程度の期間を要するのでお早め

にご相談ください。

※外観の軽微な変更であっても対象になる場合があります

し、一部助成の対象になる可能性もありますので、外観を

変更される場合は、程度に関わらず市(都市景観課)にご相

談ください。

住所 ：〒350-8601 川越市元町１-３-１
電話 ：０４９-２２４-５９６１(直通)　
FAX ：０４９-２２５-９８００

令和３年５月発行

　平成31年）4/11、4/22、令和１年）5/13、
5/27、6/21、7/22、8/1、8/9、8/28、10/25、
11/22、12/23、令和２年）1/27、2/27、
7/27、8/17、9/24、10/23、11/27、12/21

町づくり規範改訂部会の実績報告(実施日)

＊｢町づくり規範｣は当委員会で景観まちづくりを
協議していくための指針です。町並み委員会が
発足した翌年(昭和63(1988)年)、約30年前に策
定されたまま運用してきましたが、この度、部
会を設置し、地区内の住宅エリアや現在の課題
などに即した内容への改訂を図っています。
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第 104 回＊

( 幹事会 )

第 105 回

第 106 回

( 幹事会 )

第 107 回

( 幹事会 )

( 幹事会 )

第 108 回

( 幹事会 )

第 109 回

( 幹事会 )

( 幹事会 )

第 110 回

第 111 回

第 112 回

第 113 回

議事： ①薬師神社外壁塗替え工事／②甘味茶房かすが軒下看板

／③駐車場(幸町14-7)横丁プロジェクト

議事： ①駐車場(幸町14-7)横丁プロジェクト

議事： ①法善寺本堂外壁修繕／②粟生田家シャッター修理／③

山屋土蔵付属屋改修

議事： ①深善表具店住居蔵北側外壁修理

議事： ①元町休憩所(元町2-3-9)健康食レストラン／②法善寺本

堂外壁修繕／③りんりん屋(仲町2-2)看板／③右門(幸町

1-6)の入口部の改修／④粟生田家店舗東側テナント入居

工事／⑤山屋土蔵付属屋改修

議事： ①駐車場(幸町14-7)テナント入居用建物／②彩菓庵おおき

改修工事／③山屋土蔵付属屋改修／④粟生田家店舗東側

テナント入居工事

議事： ①勝冶家２階(元町2-1-40)テナント看板／②駐車場(幸町

14-7)テナント入居用建物

議事： ①彩菓庵おおき(元町2-2-4)改修／②勝冶家(元町2-1-40)

２階店舗看板／③駐車場(幸町14-7)テナント入居用建物

議事： ①駐車場(幸町14-7)テナント入居用建物／②勝冶家一階

テナント看板／③土屋様(元町2-1-25)屋根改修工事

議事： ①安塚屋看板と庭／②勝冶家(元町2-1-40)一階テナント看

板／③上州屋自動販売機設置／④川田家(幸町9-3)外壁塗

装工事／⑤西川会計事務所(幸町1-7)の扉工事／⑥陶舗や

まわ(幸町7-1)垣根取り替え

議事： ①勝冶家一階テナント看板／②安塚屋看板と庭／③小林

斗盦跡地整備／④上州屋自動販売機設置
議事： ①蔵造り資料館工事状況／②りんりん屋(仲町2-2)看板

議事： ①駐車場(幸町14-7)テナント入居用建物

議事： ①駐車場(幸町14-7)テナント入居用建物／②安塚屋(幸町

5-21)庭と踏み台／③宮岡家(幸町7-3)･原家(幸町7-1)屋根

緊急修理

議事： ①寺子屋(幸町8-5)下屋看板の支え交換と壁面塗替え／②

小江戸白金ビル(仲町6-3)看板／③陶舗やまわ(幸町7-1)垣

根取り替え

報告： ①小林斗盦跡地整備／②川越市市制施行100周年会議委
員就任／③重伝建地区選定20周年記念行事

議事： ①東武鉄道2020春の川越PR
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第 114 回

( 幹事会 )

(幹事会☆)

(幹事会☆)

(幹事会☆)

( 幹事会 )

第 115 回

第 116 回

－

( 幹事会 )

－

第 117 回

( 幹事会 )

第 118 回

第 119 回

第 120 回

( 幹事会 )

(幹事会☆)

(幹事会☆)

第 121 回

開催日 議　　　　　題

＊： ｢第104回｣とは平成21年(2009年)9月に川越町並み委員会に改組してからの開催回数（改組前の町並み委員会を含めると第310回(推定)）。
☆：コロナ禍により幹事メンバー内でネット上で意見交換･決議。
　　（令和2年3月～6月および令和3年1月～2月まで、新型コロナウィルスの影響で委員会および改訂部会を開催できませんでした。）
※掲載写真の事例は、当年度までに協議され完成したものの中で、主だった案件を中心に選定しています。

❸❷

議事： ①東武鉄道2020春の川越PR／②鍛冶町広場ミライトワ設

置／③きんちょううどん(幸町6-13)看板取り替え

議事： ①東武鉄道2020春の川越PR

議事： ①大塚美容室(幸町1-5)足つぼの道

議事： ①おさつ庵(幸町15-21)外壁塗装工事

議事： ①小江戸横丁(元町2-1-3)建替え

議事： ①勝冶家２階(元町2-1-40)テナント看板／②アルファル

ファ(幸町1-12)看板／③フカゼン(幸町7-4)ケラバ破風修理

／④小江戸横丁(元町2-1-3)建替え／⑤一番街風鈴設置／

⑥一番街コロナ対策シール貼り付け

議事： ①町並み委員会中断中の幹事会の報告／②小江戸横丁

(元町2-1-3)建替え／③埼玉りそな銀行への要望書

議事： ①鐘突堂通り商店街街路灯灯具部取り換え／②フレンチ食

堂モンノール看板／③蔵造り資料館工事進捗状況

◎埼玉りそな銀行へ「有効活用に関するお願い」を提出

議事： ①カフェバー「KLAR」看板／②薬師神社提灯掛け

◎埼玉りそな銀行との打合せ

議事： ①鐘突堂通り商店街街路灯灯具部取り換え／②フレンチ食

堂モンノール(幸町10-12-201)看板／③小島家(幸町3-3)外

壁改修工事／④中成堂歯科(幸町13-5)外壁塗装工事

議事： ①柳田家(幸町5-1)車庫シャッターボックスと階段の塗装工

事／②粟生田家(幸町14-1)脇のテナント「桜庵」／③滝島家

(幸町8-1)塀奥の土蔵下屋工事／④フレンチ食堂モンノー

ル(幸町10-12-201)看板[再]／⑤中成堂歯科(幸町13-5)外

壁塗装工事[再]／⑥おきな園(元町2-1-27)の竹仕切り取り

替え

議事： ①磯部家(幸町14-9)リノベーション／②鐘突堂通り商店街

街路灯灯具部取り換え[再]／③粟生田家(幸町14-1)暖簾／

④おきな園(元町2-1-27)隣のお稲荷さん御社脇の木の伐採

議事： ①大塚鍼灸院(幸町1-5)のクーラー室外機／②町づくり規範

改訂

議事： ①町づくり規範改訂／②NTT防犯カメラ／③弁天横丁再生

プロジェクト

議事： ①蔵造り資料館仮囲い

議事： ①NTT防犯カメラ[再]／②松ヶ角家住宅(幸町1-12)主屋２

階の建具修理

議事： ①蓮歩(幸町6-1-2階)看板

議事： ①(仮)仲町旅館(仲町2-10)看板

東武鉄道2020春の川越PRの暖簾

薬師神社の外壁の塗替え

右門(幸町1-6)の入口部の改修

山屋 土蔵付属屋の改修

勝冶家(元町2-1-40)一階店舗の暖簾

鐘突堂通り商店街 街路灯の灯具部の
取り換え

大塚美容室(幸町1-5)足つぼの道と
室外機カバー

アルファルファ(幸町1-12)看板

営業店として使用を終えた 埼玉りそな
銀行(｢有効活用に関するお願い｣を提出)




